
◎特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 
（平成三一年三月二九日法律第四号）   

一、 提案理由（平成三一年二月一九日・衆議院総務委員会） 

○石田国務大臣 地方税法等の一部を改正する法律案、特別法人事業税及び特別法人事

業譲与税に関する法律案、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案及び地方交付

税法等の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律案について、その提案理

由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 地方税の税源の偏在性の是正に資するための特別法人事業税を創設し、その収入額に

相当する額を特別法人事業譲与税として都道府県に対して譲与するため、本法律案を提

出した次第であります。 

 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 その一は、特別法人事業税の創設に関する事項であり、特別法人事業税は、法人の事

業税の納税義務者に対して課する国税とし、法人の事業税額を課税標準とすることとし

ております。税率は、資本金一億円以下の普通法人等について三七％とする等としてお

ります。また、申告及び納付、賦課徴収等につきましては、法人の事業税とあわせて行

うこととしております。 

 その二は、特別法人事業譲与税に関する事項であります。特別法人事業譲与税は、特

別法人事業税の収入額を、使途を限定しない一般財源として人口の基準等により都道府

県に対し譲与することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

……………（略）…………… 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（平成三一年三月二日） 

○江田康幸君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、総務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律案は、地方税の税源の偏

在性の是正に資するため、特別法人事業税を創設するとともに、その収入額に相当する

額を特別法人事業譲与税として都道府県に譲与しようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 各法律案は、去る二月十五日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会

に付託されました。 

 委員会におきましては、十九日各法律案について石田総務大臣から提案理由の説明を

聴取した後、二十一日から質疑に入り、二十六日には安倍内閣総理大臣に対する質疑を



行いました。昨日、質疑を終局し、討論を行い、採決いたしましたところ、各法律案は

賛成多数をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院総務委員長報告（平成三一年三月二七日） 

○秋野公造君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、総務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律案は、地方税の税源の偏

在性の是正に資するための特別法人事業税を創設し、その収入額に相当する額を特別法

人事業譲与税として都道府県に対して譲与しようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、四法律案を一括して議題とし、安倍内閣総理大臣に対する質

疑を行うとともに、一般財源総額の確保と法定率引上げの必要性、今後の税源偏在是正

の在り方、ふるさと納税制度の評価、森林環境譲与税の活用方策、幼児教育無償化に係

る地方負担の財源確保、統計、児童福祉対策等に係る地方公共団体の人員確保等につい

て質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、国民民主党・新緑風会を代表して森本真治

委員より、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案に賛成、他の三法律案に反対、

日本共産党を代表して山下芳生委員より四法律案に反対する旨の意見がそれぞれ述べら

れました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、四法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 


